
令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金交付要綱 

 

令和５年３月２７日４福保高施第２２２８号 

令和５年６月１３日５福保高施第５４０号 

最終改正 令和５年１０月２７日５福祉高施第４９３号 

 

（通則） 

第１条 東京都（以下「都」という。）は、高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対

策強化事業補助金（以下「補助金」という。）について、事業者に対し、必要な経費を予算

の範囲内において交付するものとし、その交付については、東京都補助金等交付規則（昭和

37 年東京都規則第 141 号）の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者を介護する施設に

おいて、施設の実情に応じた感染症対策を迅速かつ適切に講じることにより、利用者が安心

して生活できるとともに職員が安心して働ける環境を整えられるよう支援する。 

 

（実施主体） 

第３条 本事業の実施主体は、都とする。ただし、事業の実施に当たっては、適切な事業の運

営を確保できると認められる団体等に事業の一部を委託して実施することができるものと

する。 

 

（補助対象） 

第４条 補助金の交付対象サービス及び経費は、次のとおりとする。 

（１）補助対象サービス 

ア 介護老人福祉施設（定員29名以下は除く。） 

イ 介護老人保健施設 

ウ 介護医療院 

エ 養護老人ホーム 

オ 介護療養型医療施設 

カ 有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）（定員29名以下の介護専用型特定施

設は除く。） 

キ サービス付き高齢者向け住宅（特定施設入居者生活介護）（定員29名以下の介護

専用型特定施設は除く。） 

ク 軽費老人ホーム（特定施設入居者生活介護）（定員29名以下の介護専用型特定施

設は除く。） 

なお、アからウまでにおいて、従来型施設とユニット型施設が同一建物内にあり、経

営資源を共有している場合は、実態として一体として使用されているものとみなし、両

施設を合算した１施設として扱う。 

 

（２）補助対象経費 

令和５年４月１日から同年６月３０日まで、令和５年７月１日から同年１１月３０日

まで及び令和５年１２月１日から令和６年３月３１日までに発生した入所者に対するＰ

ＣＲ検査等費用を対象とする。 

 



（交付額の算定） 

第５条 補助額の算定は、次のとおりとする。 

（１）第４条（１）のアからオまでの補助対象サービスの補助金の交付額の算定に当たって

は、表１に定める施設定員ごとに定める基準単価の額と上記（２）に定める補助対象経費

の実支出額とを比較して少ない方の額とする。（1,000 円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てる。） 

 

（２）第４条（１）のカからクまでの補助対象サービスの補助金の交付額の算定に当たって

は、表１に定める基準単価の額と上記（２）に定める補助対象経費の実支出額とを比較し

て少ない方の額に、２分の１を乗じた額とする。（1,000円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てる。） 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 申請者は、交付申請書（別記第１号様式）に関係書類を添えて、別に定める日までに

東京都知事（以下「知事」という。）に提出しなければならない。 

 

（交付の決定等） 

第７条 知事は、前条による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた

場合は、第９条に掲げる事項を条件に補助金の交付決定をするものとし、その決定の内容を

申請者に通知する。 

 

（変更交付申請） 

第８条 前条の規定に基づく決定を受けた者（以下「補助対象事業者」という。）が、この補

助金の交付の決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付申請等を行う場合の手

続は、第６条の規定に準じて、変更交付申請書（別記第２号様式）により、事情の変更した

日から知事が指定した日までにこれを行うものとする。 

 

（交付の条件） 

第９条 この補助金は、次の条件を付して交付するものとする。 

（１）事情変更による決定等の取消し 

補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、知事は、この決  

定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変

更することがある。 

 

（２）承認事項 

 次のアからウまでのいずれかに該当するときは、あらかじめ知事の承認を受けなけれ

ばならない。ただし、ア及びイに掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りではな

い。 

ア 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

イ 事業の内容を変更しようとするとき。 

ウ 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 

（３）事故報告 

補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、

速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により知事に報告し、その



指示を受けなければならない。 

 

（４）補助事業の遂行命令 

ア 知事は、補助対象事業者が提出する報告書、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

221 条第２項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこ

れに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対し、こ

れらに従って補助事業を遂行すべきことを命じることがある。 

イ アの命令に違反したときは、知事は、補助事業の一時停止を命じることがある。 

 

（５）実績報告書の提出 

補助対象事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が 

終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、実績報告書（別記第３号様  

式）を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

 

（６）補助金の額の確定 

知事は、（５）の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

補助対象事業者に通知するものとする。 

 

（７）補助事業実施状況の報告 

補助対象事業者は、必要に応じて知事が別に定める方法により補助事業の実施状況を

報告しなければならない。 

 

（８）是正のための措置 

ア 知事は、（６）の調査等の結果、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付

した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための

処置を取ることを命じるものとする。 

イ （５）の規定による実績報告は、上記の命令により必要な処置をした場合においても

これを行わなければならない。 

 

（９）決定の取消し 

ア 知事は、補助対象事業者が次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当したときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

（ア）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（イ）補助金を他の用途に使用したとき。 

（ウ）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（エ）交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員、又は使用人そ

の他の従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

イ アの規定は、（６）の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用

する。 

 

（10）補助金の返還 

ア 知事は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、期限を定めて返還を



命じるものとする。 

イ （６）により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補

助金が交付されているときもまた同様とする。 

 

（11）違約加算金 

ア 補助対象事業者は、（９）の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消

され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領日の日（補助金が２

回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助

金は、最後の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、

それぞれの日において受領したものとする。）から納付の日までの日数に応じ、当該補

助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除し

た額）につき年 10.95%の割合で計算した違約加算金（100 円未満の場合を除く。）を納

付しなければならない。 

イ 上記の規定により違約加算金の納付を命ぜられた場合において、納付した金額が返

還を命ぜられた補助金額の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられ

た補助金の額に充てるものとする。 

 

（12）延滞金 

ア 補助対象事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付日までに納

付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき

年 10.95%の割合で計算した延滞金（100円未満の場合を除く。）を納付しなければなら

ない。 

イ アの規定により延滞金の納付を命ぜられた場合において、返還を命ぜられた補助金

の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の

計算の基礎となるべき未納額は、その納付額を控除した額によるものとする。 

 

（13）他の補助金等の一時停止等 

補助対象事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算

金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業につ

いて交付すべき補助金等があるときは、知事は、相当の限度においてその交付を一時停止

し、又は当該補助金等と未納額とを相殺するものとする。 

 

（14）財産処分の制限 

ア 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が 50 万円以上

の機械及び器具を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、また

は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただ

し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255 号）

第 14条第 1項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過したものにつ

いてはこの限りでない。 

イ 補助対象事業者が知事の承認を受けて上記の規定により財産を処分し、当該処分に

より収入があった場合には、この収入の全部又は一部を都に納付させることがある。 

ウ 補助対象事業者は、本補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、事

業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な

運用を図らなければならない。 

 



（15）関係書類及び帳簿の整理保管 

補助対象事業者は、補助事業に係る収入、支出その他関係書類を当該事業の属する会計

年度終了後５年間整理保管しなければならない。 

 

（16）消費税仕入控除税額の報告 

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額報告書（別記第４号様

式）により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の６月 30日まで

に知事に報告しなければならない。ただし、（５）による実績報告において経費に消費税

及び地方消費税を含めずに報告し、（６）による補助金の額の確定を受けた場合は、消費

税仕入控除税額の報告を不要とする。 

なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）

であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費

税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づ

き報告を行うこととする。 

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を

都に返還しなければならない。 

 

（17）他の補助金等との重複の禁止 

この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の地方公共団体等からの補

助金の交付を受けてはならない。 

 

（補助金の交付方法） 

第 10 条 この補助金の交付は、補助事業完了後に確定払により交付する。 

 

（暴力団の排除） 

第 11 条 次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。 

（１）暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

 

（２）法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等

（暴力団並びに暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴

力団関係者をいう。以下同じ。）に該当する者があるもの 

 

 

附 則（令和５年６月１３日付５福保高施第５４０号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和５年７月１日から適用する。 

 

附 則（令和５年１０月２７日５福祉高施第４９３号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和５年１２月１日から適用する。 

  



 

 

 

表１（５条関係）

令和５年４月１日から

同年６月３０日まで

令和５年７月１日から

同年１１月３０日まで

令和５年１２月１日から

令和６年３月３１日まで

～69 960 960 960

70～139 1,960 1,960 1,960

140～ 3,240 3,240 3,240

1/2

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護医療院、養護老人ホーム及び介護療養型医療施設

施設

第４条（２）

のとおり
10/10

有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）、

サービス付き高齢者向け住宅（特定施設入居者生活介護）

及び軽費老人ホーム（特定施設入居者生活介護）

1,000 1,000 1,000
第４条（２）

のとおり

１ 対象施設　
２ 定員区分

（人）

３ 基準単価

（千円）
４ 単位 ５ 補助対象経費 ６ 補助率



別記第１号様式

東京都知事　殿

標記について、関係資料を添えて、下記の金額の交付を申請します。

１　申請額

円

２　添付書類

　　　（２）歳入歳出予算書抄本（別記第５号様式）

　　　（３）誓約書（別記第７号様式）

　　　（４）印鑑証明書

　　　（５）支払金口座振替依頼書

令和　　年　　月　　日

法人所在地

令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金の交付申請について

　　　（１）令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金所要調書

　　　　　　（別記第１号様式の２）

施　　設　　名

法人名

代表者職氏名 印

担　　当　　者

連絡先電話番号

メールアドレス

※別記第1号様式の2の施設名が未入力です

捨
印



介護事業所番号

施設種別

令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金所要額調書 定員

（施設名： )

※施設名が未入力です

 

1　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム及び介護療養型医療施設

支出(予定)額 基準額

① ②

－

－

－

（注１）　申請額③に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とすること。

2　有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）、サービス付き高齢者向け住宅（特定施設入居者生活介護）及び軽費老人ホーム（特定施設入居者生活介護）

（単位　：　円）

支出(予定)額 ①のうち特定施設分の支出(予定)額 基準額

① ② ③

-

-

-

（注２）　申請額④に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とすること。

当該補助金において申請する経費について、いずれかに✔を記入してください。

　

PCR検査等の実施（令和5年7月1日から同年11月30日まで）  

PCR検査等の実施（令和5年7月1日から同年11月30日まで）

別記第１号様式の２

（単位　：　円）

区　　　　　　　分
申請額

（①と②を比較し、少ない方の額）

③(注１）

PCR検査等の実施（令和5年4月1日から同年6月30日まで）  

合計

PCR検査等の実施（令和5年12月1日から令和6年3月31日まで）  

合計

PCR検査等の実施（令和5年12月1日から令和6年3月31日まで）

当該補助金において申請する経費に消費税及び地方消費税が全く含まれていない。（消費税仕入控除税額の報告が不要。）

当該補助金において申請する経費に消費税及び地方消費税が含まれている。（後日、消費税仕入控除税額の報告が必要。）　

PCR検査等の実施（令和5年4月1日から同年6月30日まで）

区　　　　　　　分
申請額

（②と③を比較し少ない方の額×1/2）
④(注２)

当該補助金において申請する経費は、すべて令和5年4月1日から令和6年3月31日までに発生したものであること。

当該補助金において申請する経費は、都の他の補助金や国及び他の自治体の補助金と重複していないこと。

下記のチェック欄を必ず確認し、該当する場合は、チェック欄に✔を記入してください。



別記第２号様式

東京都知事　殿

標記について、関係資料を添えて、下記のとおり、交付額の変更を申請します。

１　変更申請額変更申請額

（１）変更申請額

円

（２）既交付決定額

円

（３）今回追加（又は減少）額

円

２　添付書類

　　　　（２）歳入歳出予算書抄本（別記第５号様式）

※別記第２号様式の２の施設名が未入力です

令和　　年　　月　　日

代表者職氏名

施　　設　　名

法人所在地

法人名

令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金の変更交付申請について

　　　　（１）令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金所要額調書

　　　　　　　（別記第２号様式の２）

印

メールアドレス

担　　当　　者

連絡先電話番号

捨
印



別記第２号様式の２ 介護事業所番号

施設種別

令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金所要額調書 定員

（施設名： )
※施設名が未入力です

1　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム及び介護療養型医療施設
（単位　：　円）

支出（予定）額 基準額 既交付決定額
変更申請額

（①と②を比較し、少ない方の額）
増減額（④ｰ③）

① ② ③ ④(注１) ⑤

－

－

－

（注１）　変更申請額④に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とすること。 ※既交付決定額が未入力です

2　有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）、サービス付き高齢者向け住宅（特定施設入居者生活介護）及び軽費老人ホーム（特定施設入居者生活介護）
（単位　：　円）

支出(予定)額 ①のうち特定施設分の支出(予定)額 基準額
変更申請額

（②と③を比較し少ない方の額×1/2）
既交付決定額 申請額増減

① ② ③ ④（注２） ⑤ ⑥（④－⑤）

-

-

-

（注２）　変更申請額④に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とすること。 ※既交付決定額が未入力です

当該補助金において申請する経費について、いずれかに✔を記入してください。

　

　

区　　　　　　　分

当該補助金において申請する経費に消費税及び地方消費税が含まれている。（後日、消費税仕入控除税額の報告が必要。）　

当該補助金において申請する経費に消費税及び地方消費税が全く含まれていない。（消費税仕入控除税額の報告が不要。）

区　　　　　　　分

PCR検査等の実施（令和5年4月1日から同年6月30日まで）

PCR検査等の実施（令和5年4月1日から同年6月30日まで）

PCR検査等の実施（令和5年12月1日から令和6年3月31日まで）

合計

PCR検査等の実施（令和5年12月1日から令和6年3月31日まで）

合計

PCR検査等の実施（令和5年7月1日から同年11月30日まで）

PCR検査等の実施（令和5年7月1日から同年11月30日まで）

当該補助金において申請する経費は、すべて令和5年4月1日から令和6年3月31日までに発生したものであること。

当該補助金において申請する経費は、都の他の補助金や国及び他の自治体の補助金と重複していないこと。

下記のチェック欄を必ず確認し、該当する場合は、チェック欄に✔を記入してください。



別記第３号様式

東京都知事　殿

１　実績報告額

円

２　添付書類

　　　　（２）歳入歳出決算見込書抄本（別記第６号様式）

メールアドレス

代表者職氏名

連絡先電話番号

施　　設　　名

担　　当　　者

※別記第3号様式の2の施設名が未入力です

令和　　年　　月　　日付　　　　　第　　　号 により交付決定を受けた令和５年度高齢者施設に

おける新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金について、関係資料を添えて事業実績を報告し

す。

令和　　年　　月　　日

法人所在地

法人名

　　　　（１）令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金精算書

　　　　　　　（別記第３号様式の２）

令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金の実績報告について

印

捨
印

合計実績報告額が０円の場合、その理由をご記載ください。



別記第３号様式の２ 介護事業所番号

施設種別

令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金精算書 定員

（施設名： )
※施設名が未入力です

1　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム及び介護療養型医療施設 （単位　：　円）

実支出額 基準額
確定額(注１）

（①と③を比較し、少ない方の額）

① ② ④

－

－

－

（注１）　確定額④に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とすること。 ※既交付決定額が未入力です

2　有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）、サービス付き高齢者向け住宅（特定施設入居者生活介護）及び軽費老人ホーム（特定施設入居者生活介護）

（単位　：　円）

実支出額
①のうち特定施
設分の実支出額

②×1/2(注２） 既交付決定額
確定額

（③と④を比較し少ない方の額）

① ② ③ ④ ⑤

（注２）③に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とすること。 ※既交付決定額が未入力です

当該補助金において申請する経費について、いずれかに✔を記入してください。

PCR検査等実施報告書（下記の報告書を作成してください。）

1．PCR検査等を実施した累計の人数と陽性者の実人数

　　　〇入所者（入所に際して実施した場合を除く）　　　累計　　　　　　　人　　　　　　　　　陽性者の実人数　　　　　　　　　人

　　　〇新規入所者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   累計　　　　　　　人　　　　　　　　　陽性者の実人数　　　　　　　　　人

　　　〇職員等※　                                            　 　累計　　　　　　　人　　　　　　　　　陽性者の実人数　　　　　　　　　人

２．対象者の選定（複数回答）

　　　　 基本的に全ての入所者に対して１回実施 　　　熱発等の症状がある職員に対し実施※

　　　　 基本的に全ての入所者に対して複数回実施 　　　感染が発生し、行政検査の対象者以外の職員に実施※

　　　 　熱発等の症状がある入所者に対し実施 　　　家族等が濃厚接触者等となった職員に実施※

 　　　　感染が発生し、行政検査の対象者以外の入所者に実施　

 　　　  新規入所に際して実施

　　　 　退院・一時帰宅からの再入所に際して実施

　　　※職員に対する検査は、原則として「集中的検査（都からのキット送付）」でご対応いただいております。


　　　　 ただし、次のア及びイのいずれにも該当する場合には、本事業の対象となります。


　　　　 ア　行政検査や「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の対象とならないこと

　　　　 イ　自費検査を緊急的に実施する必要が生じるなど、キット送付では対応できない場合であること

３．検査方法（複数回答）

　　　　　PCR検査（鼻咽頭） 　　　　　PCR検査（鼻咽頭）

　　　　　PCR検査（唾液） 　　　　　PCR検査（唾液）

　　　　　抗原検査（鼻咽頭） 　　　　　抗原検査（鼻咽頭）

　　　　　抗原検査（唾液） 　　　　　抗原検査（唾液）

　　

４．検体の採取方法（複数回答）

　　　　　医師が施設にて採取

　　　　　医師の協力を得て、本人や施設職員が検体を採取

　　　　　医療機関で検体を採取

　　　　　本人や施設職員のみで検体を採取

５．協力検査機関の活用の有無

　　　　　あり

　　　　　なし

PCR検査等の実施（令和5年4月1日から同年6月30日まで）

既交付決定額

③

PCR検査等の実施（令和5年12月1日から令和6年3月31日ま
で）

PCR検査等の実施（令和5年7月1日から同年11月30日まで）

区　　　　　　　分

PCR検査等の実施（令和5年12月1日から令和6年3月31日ま
で）

合計

当該補助金において申請する経費に消費税及び地方消費税が全く含まれていない。（消費税仕入控除税額の報告が不要。）

当該補助金において申請する経費に消費税及び地方消費税が含まれている。（後日、費税仕入控除税額の報告が必要。）　

区　　　　　　　分

PCR検査等の実施（令和5年4月1日から同年6月30日まで）

合計

PCR検査等の実施（令和5年7月1日から同年11月30日まで）

当該補助金において申請する経費は、すべて令和5年4月1日から令和6年3月31日までに発生したものであること。

当該補助金において申請する経費は、都の他の補助金や国及び他の自治体の補助金と重複していないこと。

下記のチェック欄を必ず確認し、該当する場合は、チェック欄に✔を記入してください。

入所者 職員

入所者 職員



別記第４号様式

　　東京都知事　殿

法人所在地

法人名

代表者職氏名

１　事業所・施設の名称

２　補助事業の確定額 金 円

３　補助金返還相当額 金 円

（消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額（要補助金返還相当額））

４　精算内訳等 （３の消費税仕入控除税額の積算内訳を添付）

　　年　　月　　日

消費税仕入控除税額報告書

　令和　　年　 月　　日付　　　　　　第　　　　号で交付決定を受けた令和５年度高齢者
施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金に係る消費税仕入控除税額につい
て、下記のとおり報告します。



別記第５号様式

１　歳　入

摘要 備考

自己資金

計

２　歳　出

摘要 備考

PCR検査等

計

この抄本は、原本と相違ないことを証明します。

令和　　年　　月　　日

法人名

代表者職氏名

歳入歳出予算書抄本

金額（円）

新型コロナウイルス
感染症対策強化事業補助金

金額（円）

印

別記第１号様式、及び別記第１号様式の２をご

作成いただくと、自動入力されます。

内容についてご確認の上、

で押印してください



別記第６号様式

１　歳　入

摘要 備考

自己資金

計

２　歳　出

摘要 備考

PCR検査等

計

この抄本は、原本と相違ないことを証明します。

令和　　年　　月　　日

法人名

代表者職氏名

歳入歳出決算見込書抄本

金額（円）

新型コロナウイルス
感染症対策強化事業補助金

金額（円）

印



別記第７号様式

　　東京都知事　　殿

令和　　年　　月　　日

法人所在地

法　人　名

代表者職氏名

誓　約　書

　令和５年度高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金交付要綱（令
和５年３月２７日付４福保高施第２２２８号）第６条の規定に基づく補助金交付申請を行うに
当たり、当該申請により補助金等の交付を受けようとする者（法人その他の団体にあっては、
代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が東京都暴力団排除条例第
２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力
団関係者（以下「暴力団員等」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
をここに誓約いたします。
　また、この誓約に違反又は相違があり、同要綱第９条（９）の規定により補助金等の交付の
決定の取消しを受けた場合において、同要綱第９条（１０）の規定に基づき返還を命じられた
ときは、これに異議なく応じることを誓約いたします。
　併せて、知事が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照
会がなされることに同意いたします。

＊　法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を
　記入すること。
＊　この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいう。
　・　暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
　・　暴力団員を雇用している者
　・　暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
　・　暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
　・　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者


